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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の像を空間的に離散化してサンプリングし画像信号に変換する撮像手段と、該撮
像手段でサンプリングされた複数フレームの画像間の相対的な位置関係を前記撮像手段の
画素間隔よりも高い分解能で求める位置関係算出手段と、前記複数フレームの画像の中か
ら基準となる基準画像を決定する基準画像決定手段と、前記位置関係算出手段で求められ
た相対的な位置関係を用いて前記基準画像と各フレーム毎の画像との類似度を算出する類
似度算出手段と、該類似度算出手段で算出した類似度に対応した重み付け情報を前記各フ
レーム毎に生成する重み付け情報生成手段と、該重み付け情報生成手段で生成された重み
付け情報と前記位置関係算出手段で算出した前記複数フレームの画像間の相対的な位置関
係、および前記複数フレームの画像を用いて高解像度な画像を生成する高解像度化手段と
、を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　被写体の像を結像させる光学的結像ステップと、前記光学的に結像させた画像を空間的
に離散化してサンプリングし画像信号に変換するステップと、前記サンプリングされた複
数フレームの画像間の相対的な位置関係を前記サンプリングする画素間隔よりも高い分解
能で求める位置関係算出ステップと、前記複数フレームの画像の中から基準となる基準画
像を決定する基準画像決定ステップと、前記相対的な位置関係を用いて前記基準画像と各
フレーム毎の画像との類似度を算出する類似度算出ステップと、前記類似度に対応した重
み付け情報を前記各フレーム毎に生成する重み付け情報生成ステップと、前記重み付け情
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報と、前記相対的な位置関係、および前記複数フレームの画像とから高解像度な画像を生
成する高解像化ステップと、からなることを特徴とする画像の高解像化方法。
【請求項３】
　前記位置関係算出ステップは、前記基準画像を複数のモーションで変形させて複数の画
像列を生成するステップと、前記各フレーム画像から前記基準画像との間のモーション推
定を行なう参照画像を読み込むステップと、前記複数の画像列と前記参照画像との類似度
値を各々算出するステップと、前記複数の画像列を生成するための変形モーションのパラ
メータと前記算出した各々の類似度値との関係を用いて類似度マップを作成するステップ
と、前記作成した類似度マップを用いて類似度の極値を求めるステップと、前記求めた類
似度の極値を持つ変形モーションを特定するステップと、を含むことを特徴とする請求項
２に記載の画像の高解像化方法。
【請求項４】
　前記高解像化ステップは、撮像特性を考慮した撮像画像の点広がり関数と、前記算出さ
れた位置関係とを用いて評価関数の最小化を行なうステップを含むことを特徴とする、請
求項２または請求項３に記載の画像の高解像化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画素数の少ない画像入力手段を利用して高解像度の画像を生成する撮像装置
および画像の高解像化方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　画素数の少ない画像データを用いて高解像度の画像を生成する方法として、例えば特許
文献１などで提案されているような超解像技術を用いて、位置ずれを持った複数フレーム
の低解像度画像を使って高解像度の画像を生成する方法が知られている。
【０００３】
【特許文献１】特開平10-69537号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示されている手法では、複数枚の低解像度画像を用いる
場合に、その画像の超解像処理における影響を考慮した重み付けがなされていない。その
ため、超解像処理に用いる複数の低解像度画像の撮影状態が超解像処理に不適切な場合、
高解像画像の推定精度が低下する、という問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、不適切な撮影状態の影響による高解
像度画像推定処理の精度の低下の問題点を改善して、高解像度画像の推定精度を向上させ
る撮像装置および画像の高解像化方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　（１）．本発明の撮像装置は、被写体の像を空間的に離散化してサンプリングし画像信
号に変換する撮像手段と、該撮像手段でサンプリングされた複数フレームの画像間の相対
的な位置関係を前記撮像手段の画素間隔よりも高い分解能で求める位置関係算出手段と、
前記複数フレームの画像の中から基準となる基準画像を決定する基準画像決定手段と、前
記位置関係算出手段で求められた相対的な位置関係を用いて前記基準画像と各フレーム毎
の画像との類似度を算出する類似度算出手段と、該類似度算出手段で算出した類似度に対
応した重み付け情報を前記各フレーム毎に生成する重み付け情報生成手段と、該重み付け
情報生成手段で生成された重み付け情報と前記位置関係算出手段で算出した前記複数フレ
ームの画像間の相対的な位置関係、および前記複数フレームの画像を用いて高解像度な画
像を生成する高解像度化手段と、を有することを特徴とする。
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【００１６】
　（１）の発明は、図9に示された第3の実施形態例が対応する。（１）の発明の構成で「
被写体の像を空間的に離散化してサンプリングし画像信号に変換する撮像手段」は光学系
、撮像部301が該当する。「撮像手段でサンプリングされた複数フレームの画像間の相対
的な位置関係を前記撮像手段の画素間隔よりも高い分解能で求める位置関係算出手段」は
撮像位置推定部302が該当する。「複数フレームの画像の中から基準となる基準画像を決
定する基準画像決定手段」は基準画像選択部307が該当する。「位置関係算出手段で求め
られた相対的な位置関係を用いて前記基準画像と各フレーム毎の画像との類似度を算出す
る類似度算出手段」、「類似度算出手段で算出した類似度に対応した重み付け情報を前記
各フレーム毎に生成する重み付け情報生成手段」は重み計算部304が該当する。重み計算
部304は、図１０で説明したように、モーション推定精度が高いものほど画像高解像度化
処理のときに大きい重み付けを行う。「重み付け情報生成手段で生成された重み付け情報
と前記位置関係算出手段で算出した前記複数フレームの画像間の相対的な位置関係、およ
び前記複数フレームの画像を用いて高解像度な画像を生成する高解像度化手段」は、高解
像化処理部306が該当する。
【００１７】
（１）の発明は、サンプリングされた複数フレームの画像間の相対的な位置関係を画素間
隔よりも高い分解能で求め、求められた相対的な位置関係を用いて得られる基準画像と各
フレーム毎の画像との類似度を算出して、各画像毎に算出した基準となる画像との類似度
に対応した重み付けを行うものである。この構成によれば、基準画像に対して対象画像の
位置関係の推定精度が低いフレームを用いることによる、高解像度画像推定処理の精度の
低下を改善して、高解像度画像の推定精度を向上させることが可能となる。
【００２６】
　（２）本発明にかかる画像の高解像化方法は、被写体の像を結像させる光学的結像ステ
ップと、前記光学的に結像させた画像を空間的に離散化してサンプリングし画像信号に変
換するステップと、前記サンプリングされた複数フレームの画像間の相対的な位置関係を
前記撮像ステップでサンプリングする画素間隔よりも高い分解能で求める位置関係算出ス
テップと、前記複数フレームの画像の中から基準となる基準画像を決定する基準画像決定
ステップと、前記相対的な位置関係を用いて前記基準画像と各フレーム毎の画像との類似
度を算出する類似度算出ステップと、前記類似度に対応した重み付け情報を前記各フレー
ム毎に生成する重み付け情報生成ステップと、前記重み付け情報と、前記相対的な位置関
係、および前記複数フレームの画像とから高解像度な画像を生成する高解像化ステップと
、からなることを特徴とする。
【００２７】
（２）の発明は、図９に示された第３の実施形態例が対応する。（２）の発明は、光学系
による「被写体の像を結像させる光学的結像ステップ」と、撮像部301による「光学的に
結像された画像を空間的に離散化してサンプリングし画像信号に変換するステップ」とを
備える。さらに、撮像位置推定部302による「撮像手段でサンプリングされた複数フレー
ムの画像間の相対的な位置関係を前記撮像手段の画素間隔よりも高い分解能で求める位置
関係算出ステップ」、基準画像選択部307による「複数フレームの画像の中から基準とな
る基準画像を決定する基準画像決定ステップ」、重み計算部304による「位置関係算出手
段で求められた相対的な位置関係を用いて前記基準画像と各フレーム毎の画像との類似度
を算出する類似度算出ステップ」、および「類似度算出手段で算出した類似度に対応した
重み付け情報を前記各フレーム毎に生成する重み付け情報生成ステップ」、高解像化処理
部306による「重み付け情報生成手段で生成された重み付け情報と前記位置関係算出手段
で算出した前記複数フレームの画像間の相対的な位置関係、および前記複数フレームの画
像を用いて高解像度な画像を生成する高解像度化ステップ」を備える。
【００２８】
（２）の発明にかかる画像の高解像化方法は、このような各ステップを備えることにより
、サンプリングされた複数フレームの画像間の相対的な位置関係を画素間隔よりも高い分
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解能で求め、求められた相対的な位置関係を用いて得られる基準画像と各フレーム毎の画
像との類似度を算出して、各画像毎に算出した基準となる画像との類似度に対応した重み
付けを行うものである。このように、高解像度化する画像と低解像度画像の間で推定した
位置関係から、画像間の類似度を求め、その類似度が高いほど大きな重みをつけることに
より、基準画像に対して対象画像の位置関係の推定精度が低いフレームに対する対応の不
整合による高解像度画像の推定精度の低下に対応することが可能な方法を提供することが
できる。
【００２９】
　（３）.本発明の実施形態にかかる画像の高解像化方法は、前記位置関係算出ステップ
は、前記基準画像を複数のモーションで変形させて複数の画像列を生成するステップと、
前記各フレーム画像から前記基準画像との間のモーション推定を行なう参照画像を読み込
むステップと、前記複数の画像列と前記参照画像との類似度値を各々算出するステップと
、前記複数の画像列を生成するための変形モーションのパラメータと前記算出した各々の
類似度値との関係を用いて類似度マップを作成するステップと、前記作成した類似度マッ
プを用いて類似度の極値を求めるステップと、前記求めた類似度の極値を持つ変形モーシ
ョンを特定するステップと、を含むことを特徴とする。
【００３０】
（３）の発明は、図３に示された第１の実施形態例が対応する。「基準画像を複数のモー
ションで変形させて複数の画像列を生成するステップ」はS2が、「各フレーム画像から前
記基準画像との間のモーション推定を行なう参照画像を読み込むステップ」はS3が、「複
数の画像列と前記参照画像との類似度値を各々算出するステップ」はS4が、「複数の画像
列を生成するための変形モーションのパラメータと前記算出した各々の類似度値との関係
を用いて類似度マップを作成するステップ」はS5が、「作成した類似度マップを用いて類
似度の極値を求めるステップ」、および「求めた類似度の極値を持つ変形モーションを特
定するステップ」はS6が、それぞれ該当する。
【００３１】
（３）の発明にかかる画像の高解像化方法は、このような各ステップを備えることにより
、画素数の少ない画像データを用いてモーション推定を精度良く行うことができる。
【００３２】
　（４）.本発明の実施形態にかかる画像の高解像化方法は、前記高解像化ステップは、
撮像特性を考慮した撮像画像の点広がり関数と、前記算出された位置関係とを用いて評価
関数の最小化を行なうステップを含むことを特徴とする。
【００３３】
　（４）の発明は、図５に示された第１の実施形態例が対応する。（４）の発明の「撮像
特性を考慮した撮像画像の点広がり関数と、前記算出された位置関係とを用いて評価関数
の最小化を行なうステップ」は、S15が該当する。（４）の発明にかかる画像の高解像化
方法は、このようなステップを備えることにより、読み取られた低解像度画像から高解像
度画像への変換を円滑に行うことができる。
                                                                    
【発明の効果】
【００３４】
　本発明の撮像装置および画像の高解像化方法においては、撮影状態による処理に使用す
る複数の低解像度画像間の変化の大きさによる高解像度画像推定処理の精度の低下を改善
して高解像度画像の推定精度を向上させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、本発明の実施形態例について図を参照して説明する。図１は第１の実施形態例の
構成図である。ここで、本発明の画像処理に関連する超解像処理について説明する。超解
像処理は、サブピクセルレベルでの位置ずれのある画像を複数枚撮影し、これらの画像の
光学系等の劣化要因などをキャンセルした上で合成する手法である。
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【００３６】
　図１において、光学系は撮像部101に光学像を結像する。撮像部101に結像された画像は
、空間的に離散化してサンプリングされ、画像信号に変換されて記録部105に記録される
。また、撮像部101で画像が撮像されたタイミングは、撮像タイミング記録部107に記録さ
れる。撮像された画像に対する重み係数は、撮像タイミング記録部107で得られたタイミ
ング情報を利用して、重み計算部104で計算される。
【００３７】
図２は、重み付けの例を示す説明図である。以下、図２を用いて重み計算部104で実施さ
れる重み付け計算の例を説明する。図２では、各フレーム順の画像に対する重み付け係数
αkを示している。撮像された低解像度画像のnフレーム目を高解像度化したい場合には、
nフレームに近いフレームほど画像高解像度化処理のときに大きな重みを付ける。nフレー
ムから近いフレームほど大きい重み付けを行う方法には、閾値以下のフレームに一定の重
みをつける方法や、ガウス分布的に重みを変化させる方法(図２参照)などが考えられる。
この手法によって求められた重み付け係数は、高解像度化手法の式内にあらわすと（１）
式のαkで表現できる。
【００３８】
【数１】

【００３９】
　ここで、f(z)は画像高解像度化評価関数、は低解像度画像、は撮像系を考慮した画像変
換行列、zは高解像度画像、λは重み係数、g(z)は画像の滑らかさや色差信号等の先見情
報を考慮した拘束項である。
【００４０】
　図１において、撮像部101から送信され記録部105に記録された画像データの中から、基
準画像選択部108で基準となる画像を選択する。基準画像選択部108で選択された基準画像
と、その他の画像との位置推定を位置推定部102で行い、位置推定結果を位置記録部103に
記録する。
【００４１】
　第１の実施形態例におけるモーション推定のアルゴリズムの詳細を、図３のフローチャ
ートに示す。以下、アルゴリズムの流れにそってフローチャートで説明する。S1：モーシ
ョン推定の基準となる画像を1枚読み込む。S2：基準画像を複数のモーションで変形させ
る。S3:基準画像との間のモーション推定を行う参照画像を1枚読み込む。S4：基準画像を
複数変形させた画像列と参照画像の間の類似度値を算出する。S5:変形モーションのパラ
メータと算出した類似度値との関係を用いて、離散的な類似度マップを作成する。
【００４２】
S6:S5で作成した離散的な類似度マップを補間して生成される、連続的な類似度値の極値
を求める。この極値を持つ変形モーションが推定したモーションとなる。連続的な類似度
値の極値の探索法にはパラボラフィッティング、スプライン補間法等がある。S7: 全ての
参照画像においてモーション推定を行っているかどうかを判定する。S8：全ての参照画像
においてモーション推定を行っていない場合、参照番号のフレーム番号１つ上げてS3：へ
戻り、次の画像の読み込み処理を継続する。対象となる全ての参照画像においてモーショ
ン推定を行い、S7の判定結果がＹになれば処理を終了する。
【００４３】
　図４は、モーション推定をパラボラフッティングで行った例を示す説明図である。図４
の縦軸は類似度を表し、値が小さいほど類似度が高い。図４の黒丸は離散類似度値、灰色
の丸が類似度の極値を示している。離散類似度値を結ぶ曲線は、補間した類似度となる。
図1の構成に戻り、重み計算部104で得られた重み係数、位置記録部103に記録された画像
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間の位置推定量、記録部105に記録された画像データ、基準画像選択部108で得られた基準
画像情報を用いて、高解像化処理部106において基準画像について画像高解像度化処理を
行う。
【００４４】
　画像高解像度化処理の実施形態のアルゴリズムを、図５のフローチャートに示す。S11:
高解像度画像推定に用いるため複数枚の低解像度画像n枚を読み込む(ただし、n≧1)。S12
:複数枚の低解像度画像の中の任意の一枚をターゲットフレームと仮定し、補間処理を行
うことで初期の高解像度画像を作成する。このステップは場合により省略することができ
る。S13:あらかじめ何らかのモーション推定法で求められた、ターゲットフレームとその
他のフレームの画像間のモーションにより、画像間の位置関係を明らかにする。S14:光学
伝達関数(OTF)、CCDアパーチャ等の撮像特性を考慮した点広がり関数(PSF)を求める。PSF
は例えばGauss関数を用いる。S15:S13、S14の情報を元に、評価関数f(z)の最小化を行う
。ただし、f(z)は（２）式のような形となる。
【００４５】

【数２】

【００４６】
　ここで、ｙkは低解像度画像、ｚは高解像度画像、Ａkは画像間モーション、PSF等を含
めた撮像システムをあらわす画像変換行列である。g(z)は画像の滑らかさや色相関を考慮
した拘束項等が入る。λは重み係数である。評価関数の最小化には、例えば最急降下法を
用いる。S16:S15で求めたf(z)が最小化されたかどうかを判定する。f(z)が最小化された
場合には、処理を終了し高解像度画像zを得る。S17：f(z)がまだ最小化されていない場合
には、高解像度画像zをアップデートしてS13に戻る。
【００４７】
　図６は、前記アルゴリズムを実施する際の構成の一例を示す構成図である。図１で説明
した高解像化処理部106は、図６に示すように、補間拡大部61、畳込み積分部62、PSFデー
タ保持部63、画像比較部64、乗算部65、貼り合せ加算部66、蓄積加算部67、更新画像生成
部68、画像蓄積部69、反復演算判定部610、反復判定値保持部611から構成される。
【００４８】
　最初に、撮像部101より複数フレーム分の画像データのうち任意の1枚の画像データを補
間拡大部61に与え、ここでこの画像の補間拡大を行う。ここで用いられる補間拡大の手法
としては、例えば一般的なバイリニア補間やバイキュービック補間などが挙げられる。補
間拡大された画像は畳込み積分部62に与えられ、PSFデータ保持部63より与えられるPSFデ
ータとモーション推定部で求められた各フレーム毎のモーションを考慮した適切な座標位
置で畳込み積分される。
【００４９】
　補間拡大された画像データは、同時に画像蓄積部69に送られ、ここに蓄積される。畳込
み演算された画像データは画像比較部64に送られ、撮像部より与えられる撮影画像と比較
される。比較された残差は乗算部65に送られPSFデータ保持部63より与えられるPSFデータ
の各画素毎の値に掛け合わされる。
【００５０】
　この演算結果は貼り合せ加算部66に送られ、それぞれ対応する座標位置に置かれる。こ
こで乗算部65からの画像データは、重なりを持ちながら少しずつ座標位置がずれて行くこ
とになるので重なる部分については加算していく。撮影画像1枚分のデータの貼り合せ加
算が終るとデータは蓄積加算部67に送られる。蓄積加算部67ではフレーム数分の処理が終
るまで順次送られてくるデータを蓄積し、推定されたモーションに合わせて各フレーム分
の画像データを順次加算してゆく。
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【００５１】
　加算された画像データは、更新画像生成部68に送られる。更新画像生成部68には、これ
と同時に画像蓄積部69に蓄積されていた画像データが与えられ、この2つの画像データに
重みをつけて加算して更新画像データを生成する。生成された更新画像データは、反復演
算判定部610に与えられ、反復判定値保持部611から与えられる反復判定値を元に演算を反
復するか否かを判断する。
【００５２】
　演算を反復する場合には、データを畳込み積分部62に送り前記の一連の処理を繰り返し
、反復しない場合は生成された画像データを出力する。上記一連の処理を行うことにより
、反復演算判定部610から出力される画像は撮影画像よりも高解像度なものとなっている
。また前記PSFデータ保持部63で保持されるPSFデータには、畳込み積分の際に適切な座標
位置での計算が必要となるので、重み計算部104よりデータが与えられるようになってい
る。
【００５３】
　以上、図１～図６により第１の実施形態例の撮像装置について説明した。図１～図６の
構成は、画像の高解像化方法の発明を構成することができる。すなわち、図１における、
光学系による「被写体の像を結像させる光学的結像ステップ」と、撮像部101による「光
学的に結像された画像を空間的に離散化してサンプリングし画像信号に変換するステップ
」と、記録部105による「サンプリングされた複数フレームの画像間の相対的な時間関係
を記憶させておく時間関係記憶ステップ」と、基準画像選択部108による「複数フレーム
の画像の中から基準となる基準画像を決定する基準画像決定ステップ」と、重み計算部10
4による「時間関係記憶手段に記憶されている相対的な時間関係を用いて各フレーム毎に
前記基準画像決定手段で決定された前記基準画像との時間関係に対応した重み付け情報を
生成する重み付け情報生成ステップ」と、高解像化処理部106による「重み付け情報生成
手段で生成された重み付け情報と前記位置関係算出手段で算出した前記複数フレームの画
像間の相対的な位置関係、および前記複数フレームの画像を用いて高解像度な画像を生成
する高解像度化ステップ」と、からなる、画像の高解像化方法の発明が実現できる。
【００５４】
　以上説明した本発明の第１の実施形態例により、基準画像から時間的に離れたフレーム
を用いることによる、高解像度画像推定処理の精度の低下を改善して、高解像度画像の推
定精度を向上させることが可能となる。
【００５５】
　図7は、本発明にかかる第２の実施形態例の構成を示す構成図である。光学系は撮像部2
01に光学像を結像し、結像した画像は空間的に離散化してサンプリング、画像信号に変換
され記録部205に記録される。記録部205に記録された画像データは、基準画像選択部207
で基準となる画像を選択する。その基準画像とその他の画像との位置推定を位置推定部20
2で行い、位置記録部203に記録する。モーション推定のアルゴリズムの詳細は、実施形態
1で用いたものと同一である。撮像された画像に対する重み係数は、位置記録部203で記録
された位置推定情報を利用して重み計算部204で計算される。位置推定部202は、サンプリ
ングされた複数フレームの画像間の相対的な位置関係を画素間隔よりも高い分解能で求め
る手段として機能する。
【００５６】
　図8は、重み計算部204で計算される重み付け計算の例を示す説明図である。以下、図8
を用いて重み計算部204で実施される重み付け計算の例を説明する。複数枚の低解像度画
像を用いて画像高解像度処理を行う場合、複数枚の低解像度画像は同じようなサブピクセ
ル位置で撮影されたものでなく、それぞれ違ったサブピクセル位置でばらつきを持ってサ
ンプリングされていたほうが好ましい。そこで、サブピクセル単位でばらつきを持ってサ
ンプリングされている低解像度画像の影響を大きくするように重み付けを行い、画像高解
像度化処理に用いる。
【００５７】
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　具体的には以下のような方法が考えられる。図8の様な低解像度画像座標中で+0.25[pix
el]のずれに近い画像を用いたいものとする。その場合、灰色の丸の位置で撮影された画
像よりも、黒色の丸で撮影された画像を用いたほうが好ましい。その場合具体的には、+0
.25[pixel]ずれた位置から、撮影された画素の位置までの距離を求め、距離が小さい方に
大きな重み付けを行うような方法を行う。この手法によって求められた重み付け係数は、
高解像度化手法の式内にあらわすと（３）式のβkで表現できる。
【００５８】
【数３】

【００５９】
　ここで、f(z)は画像高解像度化評価関数、ｙkは低解像度画像、Ａkは撮像系を考慮した
画像変換行列、zは高解像度画像、λは重み係数、g(z)は画像の滑らかさや色差信号等の
先見情報を考慮した拘束項である。
【００６０】
　次に、図7の重み計算部204で得られた重み係数、位置記録部203に記録された画像間の
位置推定量、記録部205に記録された画像データ、基準画像選択部207で得られた基準画像
情報を用いて、高解像化処理部206において基準画像について画像高解像化処理を行う。
画像高解像化処理の詳細は、前記実施形態1で用いたものと同一である。
【００６１】
　以上、図７、図８により第２の実施形態例の撮像装置について説明した。図７、図８の
構成は、画像の高解像化方法の発明を構成することができる。すなわち、図７における、
光学系による「被写体の像を結像させる光学的結像ステップ」と、撮像部201による「光
学的に結像された画像を空間的に離散化してサンプリングし画像信号に変換するステップ
」と、位置推定部202による「サンプリングされた複数フレームの画像間の相対的な位置
関係を前記撮像手段の画素間隔よりも高い分解能で求める位置関係算出ステップ」と、基
準画像選択部207による「複数フレームの画像の中から基準となる基準画像を決定する基
準画像決定ステップ」と、重み計算部204による「位置関係算出手段で算出された相対的
な位置関係を用いて各フレーム毎に前記基準画像との位置関係に対応した重み付け情報を
生成する重み付け情報生成ステップ」と、高解像化処理部206による「重み付け情報生成
手段で生成された重み付け情報と前記位置関係算出手段で算出した前記複数フレームの画
像間の相対的な位置関係、および前記複数フレームの画像を用いて高解像度な画像を生成
する高解像度化ステップ」と、からなる、画像の高解像化方法の発明が実現できる。
【００６２】
　以上説明した本発明の第２の実施形態例により、基準画像に対する対象画像の位置の偏
差による、高解像度画像推定処理の精度の低下を改善して、高解像度画像の推定精度を向
上させることが可能となる。
【００６３】
　図9は、本発明にかかる第３の実施形態の構成を示す構成図である。光学系は撮像部301
に光学像を結像し、結像した画像は空間的に離散化してサンプリング、画像信号に変換さ
れ記録部305に記録される。記録部305に記録された画像データは、基準画像選択部307で
基準となる画像を選択する。その基準画像とその他の画像との位置推定を撮像位置推定部
302で行い、位置記録部303に記録する。撮像位置推定部302は、サンプリングされた複数
フレームの画像間の相対的な位置関係を画素間隔よりも高い分解能で求める手段として機
能する。
【００６４】
　モーション推定のアルゴリズムの詳細は、実施形態1で用いたものと同一である。撮像
された画像に対する重み係数は、位置記録部303で記録された位置推定情報及び記録部305
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で記録された画像データを利用して重み計算部304で計算される。
【００６５】
　図１０は、重み計算部304で実施される重み付け計算の例を示す説明図である。以下、
図１０を用いて説明する。重み計算部304で重みを計算する方法は、以下のように実施す
る。nフレーム目を高解像度化したい場合、nフレーム目とその他のフレームとのモーショ
ンを求める。このとき、モーション推定精度が高いものほど画像高解像度化処理のときに
大きい重み付けを行う。
【００６６】
　モーション推定精度の指標として、求めたモーション推定値で画像の位置を合わせたと
きの非類似度評価値（SSD、SADなど）を用いる（図１０ａ）。非類似度評価値が低いもの
ほどモーション推定精度が高精度であるとして、高い重み付けを行う。
【００６７】
　非類似度評価値から重み付けを行う方法には、閾値以下の非類似度には一定の重みをつ
ける方法(図１０ｂのcase1)や、ガウス分布的に重みを変化させる方法(図１０ｃのcase2)
などが考えられる。この手法によって求められた重み付け係数は、高解像度化手法の式内
にあらわすと（４）式のγkで表現できる。
【００６８】
【数４】

【００６９】
　ここで、f(z)は画像高解像度化評価関数、Ｙkは低解像度画像、Ａkは撮像系を考慮した
画像変換行列、zは高解像度画像、λは重み係数、g(z)は画像の滑らかさや色差信号等の
先見情報を考慮した拘束項である。
【００７０】
　次に、図９の重み計算部304で得られた重み係数、位置記録部303に記録された画像間の
位置推定量、記録部305に記録された画像データ、基準画像選択部307で得られた基準画像
情報を用いて、高解像度処理部306において基準画像について画像高解像度化処理を行う
。画像高解像度化処理の詳細は、第１の実施形態で用いたものと同一である。
【００７１】
　以上、図９、図１０により第３の実施形態例の撮像装置について説明した。図９、図１
０の構成は、画像の高解像化方法の発明を構成することができる。すなわち、図９におけ
る、光学系による「被写体の像を結像させる光学的結像ステップ」と、撮像部301による
「光学的に結像された画像を空間的に離散化してサンプリングし画像信号に変換するステ
ップ」と、撮像位置推定部302による「撮像手段でサンプリングされた複数フレームの画
像間の相対的な位置関係を前記撮像手段の画素間隔よりも高い分解能で求める位置関係算
出ステップ」と、基準画像選択部307による「複数フレームの画像の中から基準となる基
準画像を決定する基準画像決定ステップ」と、重み計算部304による「位置関係算出手段
で求められた相対的な位置関係を用いて前記基準画像と各フレーム毎の画像との類似度を
算出する類似度算出ステップ」、および「類似度算出手段で算出した類似度に対応した重
み付け情報を前記各フレーム毎に生成する重み付け情報生成ステップ」と、高解像化処理
部306による「重み付け情報生成手段で生成された重み付け情報と前記位置関係算出手段
で算出した前記複数フレームの画像間の相対的な位置関係、および前記複数フレームの画
像を用いて高解像度な画像を生成する高解像度化ステップ」と、からなる、画像の高解像
化方法の発明が実現できる。
【００７２】
　以上説明した本発明の第３の実施形態例により、基準画像に対して対象画像の位置関係
の推定精度が低いフレームを用いることによる、高解像度画像推定処理の精度の低下を改
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【００７３】
　なお、図１、図７、図９に記載の構成は、共通して画像の高解像化方法の発明を構成す
る。すなわち、光学系による「被写体の像を結像させる光学的結像ステップ」と、撮像部
101、201、301による「光学的に結像された画像を空間的に離散化してサンプリングし画
像信号に変換するステップ」と、重み計算部104、204、304による「サンプリングされた
複数フレームの画像の重み付け情報を生成する重み付け情報生成ステップ」と、高解像化
処理部106、206、306による「重み付け情報を用いて高解像度な画像を生成する高解像化
ステップ」と、からなる、画像の高解像化方法の発明が実現できる。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　以上説明したように、本発明によれば、画素数の少ない画像データを用いて精度よく高
解像度の画像を生成する撮像装置および画像の高解像化方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の第１の実施形態例を示す構成図である。
【図２】重み付け計算の例を示す説明図である。
【図３】モーション推定アルゴリズムの例を示すフローチャートである。
【図４】モーション推定をパラボラフッティングで行う例の説明図である。
【図５】画像高解像度化処理の例を示すフローチャートである。
【図６】アルゴリズムを実施する際の構成の一例を示す構成図である。
【図７】本発明の第２の実施形態例を示す構成図である。
【図８】重み付け計算の例を示す説明図である。
【図９】本発明の第３の実施形態例を示す構成図である。
【図１０】重み付け計算の例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００７６】
　１０１・・・撮像部、１０２・・・位置推定部、１０３・・・位置記録部、１０４・・
・重み計算部、１０５・・・記録部、１０６・・・高解像度化処理部、１０７・・・撮像
タイミング記録部、
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